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群
馬
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施

行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
月
十
八
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
四
十
八
号 

 
 
 

群
馬
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法

律
施
行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

第
一
条 

群
馬
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る

法
律
施
行
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
群
馬
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う 

に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
別
表
第
一
の
四
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
三
の

項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
別
表
第
一
の
五
の
項
」
を
「
別 

表
第
一
の
四
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
別
表
第
一
の
六 

の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
五
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中 

「
別
表
第
一
の
七
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
六
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、 

同
条
第
八
項
中
「
別
表
第
一
の
八
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
七
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条 

第
七
項
と
す
る
。 

 
 

第
三
条
第
四
項
第
一
号
中
「
次
に
掲
げ
る
」
を
「
公
営
住
宅
法
第
二
条
第
二
号
の
公
営
住
宅
の

入
居
者
又
は
同
居
者
に
係
る
戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付
及
び
そ
の
障
害
の
程
度
に
関
す
る
」
に
改 

め
、
イ
及
び
ロ
を
削
り
、
同
条
第
五
項
第
一
号
中
「
次
に
掲
げ
る
」
を
「
住
宅
地
区
改
良
法
第 

二
条
第
六
項
の
改
良
住
宅
の
入
居
者
又
は
同
居
者
に
係
る
戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付
及
び
そ
の
障 

害
の
程
度
に
関
す
る
」
に
改
め
、
イ
及
び
ロ
を
削
る
。 

第
二
条 

群
馬
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る

法
律
施
行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
別
表
第
一
の
六
の
項
」
を
「
別

表
第
一
の
一
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
一
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
別
表
第
一
の
七 

の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
二
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。 

 
 

第
三
条
第
一
項
中
「
生
活
保
護
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
」
を

加
え
、
同
条
第
三
項
第
一
号
ハ
を
削
り
、
同
項
第
二
号
ホ
中
「
又
は
当
該
納
税
義
務
者
」
を
削

り
、
同
条
第
六
項
第
二
号
中
「
次
に
掲
げ
る
」
を
「
当
該
請
求
に
係
る
児
童
に
係
る
精
神
障
害 

者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
及
び
そ
の
障
害
の
程
度
に
関
す
る
」
に
改
め
、
イ
及
び
ロ
を
削
り
、 

同
項
第
三
号
ハ
を
削
り
、
同
項
第
四
号
ニ
中
「
又
は
当
該
届
出
に
係
る
児
童
」
を
削
り
、
同
項 

第
五
号
を
削
り
、
同
条
第
七
項
第
一
号
ニ
を
削
り
、
同
条
第
八
項
中
「
高
等
学
校
等
奨
学
の
た 

め
の
給
付
金
」
の
下
に
「
（
高
等
学
校
等
の
生
徒
等
の
保
護
者
等
の
う
ち
知
事
又
は
教
育
委
員 

会
が
認
め
た
者
に
対
し
て
支
給
す
る
授
業
料
以
外
の
教
育
に
必
要
な
経
費
を
対
象
と
す
る
給
付 

金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
次
に
掲
げ
る
」
を
「
当
該
申
請
の
対
象
と
な
る
高 

校
生
等
（
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
八 

号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
就
学
支
援
金
（
以
下
「
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
」
と
い

う
。
）
の
支
給
を
受
け
る
資
格
を
有
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
高
等
学
校
等
就 

学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
」
に
改
め
、
第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
九
項
を
削 

り
、
同
条
第
十
項
中
「
別
表
第
二
の
十
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
九
の
項
」
に
改
め
、
同
項
第 

一
号
中
「
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金
」
の
下
に
「
（
高
等
学
校
等
の
生
徒
等
の
う
ち
知
事 

又
は
教
育
委
員
会
が
認
め
た
者
に
対
し
て
支
給
す
る
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
に
相
当
す
る
額 

の
支
援
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
次
に
掲
げ
る
」
を
「
当
該
申
請
を
行
う
者 

に
係
る
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
」
に
改
め
、
イ
及
び
ロ
を
削
り
、
同
項
第 

二
号
中
「
次
に
掲
げ
る
」
を
「
当
該
届
出
を
行
う
者
に
係
る
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給 

に
関
す
る
」
に
改
め
、
イ
及
び
ロ
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
十
一
項
及
び 

第
十
二
項
を
削
る
。 

 
 

第
四
条
第
二
項
中
「
次
に
定
め
る
」
を
「
当
該
申
請
の
対
象
と
な
る
高
校
生
等
に
係
る
高
等
学

校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
」
に
改
め
、
第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
四
項 

 

第
一
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
を
ロ
と
し
、
同
項
第
二
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と 

 

し
、
ハ
を
ロ
と
し
、
同
条
第
五
項
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
別
表
第
三
の
六
の
項
」
を
「
別 

 

表
第
三
の
五
の
項
」
に
改
め
、
「
又
は
当
該
保
護
者
等
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
す 

る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
群
馬
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に

関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
六
年
群
馬
県
条
例
第
六
十
三
号
）
の
施
行

の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   

 

群
馬
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
月
十
八
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
四
十
九
号 

 
 
 

群
馬
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則 

 

群
馬
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
令
和
元
年
群
馬

県
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
別
表
第
一
大
会
議
室
の
項
を
削
り
、
同
表
共
通
の
項
中 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

」 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

■ 

規 
 

則 

コ
ー
ト
ハ
ン
ガ
ー 

 

五
〇
〇
円 

 

姿
見 

コ
ー
ト
ハ
ン
ガ
ー 

 

一
、
一
〇
〇
円 

五
〇
〇
円 

 を に
改
め
る
。 
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」 
 
 
 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
共
通
の
項
の
改
正
規
定
は
、 

令
和
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

                                    

       

姿
見 

コ
ー
ト
ハ
ン
ガ
ー 

 

一
、
一
〇
〇
円 

五
〇
〇
円 
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